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宮崎県地方就職学生支援事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１ 県と県内市町村が共同して実施する地方就職学生支援事業に関しては、

他の法令等の定めるところによるほか、この要領により、基本的な枠組みを

定める。 

 

（事業の実施） 

第２ 宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び県内の市町村の市町村まち・

ひと・しごと創生総合戦略に基づき、県内における若者の地方移住に対する

支援を強化するため、県と宮崎県移住支援事業を実施している県内市町村

が共同して、地方就職学生支援事業を実施する。 

 

（地域再生計画の作成等） 

第３ 地方就職学生支援事業を実施するに当たっては、全国的な仕組みの活用

による効果促進と財源の有効活用を図るため、県と県内市町村が共同して、

地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するとともに、地域未来

交付金の交付を申請するものとする。この場合において、申請等の手続は、

市町村の協力を得て、県が代表して行うものとする。 

 

（事業の概要） 

第４ 地方就職学生支援事業の概要は、以下のとおりである。 

１ 定義 

この要領において、「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

を、「条件不利地域」とは、以下の市町村をいう。 

・東京都 ： 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅

村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 

・埼玉県 ： 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、

鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野 

町、東秩父村、神川町 

・千葉県 ： 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、

南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、

九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大

多喜町、御宿町、鋸南町 

・神奈川県： 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 
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２ 地方就職学生支援事業 

東京圏の大学又は大学院を卒業・修了して、宮崎県の企業に就業する者が地

方就職支援金の要件を満たす場合に、居住地の市町村が地方就職支援金を給付

する。 

 

 （地方就職学生支援事業） 

第５ 地方就職学生支援事業は、次のとおり実施する。 

  県は、事業の制度設計・全体管理、地域未来交付金の申請、実績報告、受領、

返納等の国との窓口・調整業務を担う一方、市町村は、申請受付・要件確認、

地方就職支援金の支給、定着の確認、債権管理を担うものとする。 

  地方就職支援金の支給・返還に関する詳細は以下のとおりとする。 

１ 地方就職支援金の支給 

市町村は、申請時において①及び②の要件を満たす者の申請に基づき、③

に定める方法により、就職活動等にかかる経費及び移住にかかる経費として、

④の金額を地方就職支援金として支給する。 

①移住等に関する要件 

（ア）移住元に関する事項 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

ａ 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大

学等の東京圏内（条件不利地域を除く）のキャンパスに在学（原則４年

以上）し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等

にかかる経費（交通費）については、在学中（卒業見込み）の場合も対

象とする。 

ｂ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内（条件不利地域を除く）

に継続して在住していること。 

（イ）移住先に関する事項 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

ａ 宮崎県内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費（交通費）

については、宮崎県内に所在する企業に就職することが内定している場

合も対象とする。 

ｂ 交付金の交付決定がされた後であって、宮崎県において地方就職支援

金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。 

ｃ 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から１年以内かつ就

業開始日から１年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかか

る経費（交通費）を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日

前１年以内であること。なお、年度当初の地域未来交付金の第１回交付
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決定前であったことにより、卒業・修了日から１年以内かつ就業開始日

から１年以内に申請を行うことができなかった場合には、交付決定日か

ら次に示す日数、申請受け付けを可能とする。 

  受付日数：当該年度の４月１日から卒業・修了日から１年以内となる

日または就業開始日１年となる日の早い方までの日数とする。 

ｄ 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から１年以上、継続して

居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場

合は、卒業後に要領第５の１の②の要件を満たす法人等に就職し、転入

日（住民票を移さず転出していた者については就業開始日）から１年以

上、宮崎県内に継続して居住する意思を有していること。 

（ウ）その他の事項 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

ａ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない

こと。 

ｂ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定

める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、

及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有

すること。 

ｃ その他県又は申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象とし

て不適当と認めた者でないこと。 

 

②就業に関する要件 

（ア）就業先に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

   ａ 勤務地が宮崎県内に所在する企業等に、要領第５の１の①の（ア）の 

ａの要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから１年以内に就

職していること。 

   ｂ 原則、勤務地が宮崎県内に所在すること。ただし、県及び市町村の判 

断により、隣接する県を対象に含めることを可能とする。 

   ｃ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営

業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。 

   ｄ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等で

ないこと。 

   ｅ 官公庁等（第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている

法人を除く。）ではないこと。ただし、県及び市町村が機関や職種を指
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定して対象とすることを可能とする。 

   ｆ 就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担

う職務を務めている法人等でないこと。ただし、県及び市町村の判断に

より対象とすることを可能とする。 

（イ）就業条件等に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

   ａ 原則、週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであ

ること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、

週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 

   ｂ 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。 

   ｃ 東京圏（条件不利地域を除く）への勤務を前提としない採用であるこ

と。 

   ｄ 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、上記ａ～ｃの

条件に該当する者として採用される予定であること。 

 

③申請・支給方法 

（ア）申請 

地方就職支援金の申請者は、以下の書類を移住先の市町村に提出する。 

   ａ 全員が提出必須の書類 

    ・写真付き身分証明書（提示により本人確認できる書類） 

    ・卒業・修了証明書（卒業・修了日が就業開始日から１年以内のもの） 

     ※ただし、在学中に交通費を申請する者については、（ア）のｂに示 

す書類 

    ・申請書（移住後、継続して居住する意思の宣誓） 

     ※移住先の市町村における居住の事実の確認は、各市町村が住民票

を確認することにより行う。 

    ・就職活動等にかかる経費（交通費）、移住にかかる経費（移転費）の 

領収書 

・就職先企業等による証明書（新規採用者であること、対象経費の支給

がないこと、申請者本人による当該企業への就職及び就業継続の意

思の宣誓） 

    ・移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認で

きる資料（募集要項、雇用契約書等） 

    ・移住元の住所を確認できる資料（住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書  

（卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて 

提出）、卒業年度の複数月の公共料金領収書等） 
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・地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し  

（確実に振込可能となる情報（金融機関名・支店名・口座種類・口座 

番号・店番号・名義人名）が確認できるものに限る。） 

   ｂ 在学中に交通費を申請する場合に提出が必要な書類 

・在学証明書（卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場 

合には、発行済みの証明書に加筆・捺印（公印）すること。） 

（イ）支給方法・支給時期 

ａ 地方就職支援金は移住先の市町村から支給するものとし、金額を一 

括で支給する。 

ｂ 申請者から提出された書類等に基づいて、要件が満たされているこ

とを確認後、速やかに支給する。 

 

  ④支給金額 

（ア）就職活動等にかかる経費（交通費）：40,000 円 

（イ）移住にかかる経費（移転費） 

ａ 移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合：300,000 円 

を上限に移転に要した実費の金額。 

ｂ 移住に要する最低限の実費であることを証明できない場合：113,500 

円を上限に移転に要した実費の金額。 

 

２ 地方就職支援金の返還 

地方就職支援金を支給した市町村（以下「市町村」という。）は、就職支援

金の支給を受けた者（以下「受給者」という。）が次の区分に応じて掲げる

要件に該当する場合、地方就職支援金の全額の返還を請求するものとする。 

ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として県及び

市町村が認めた場合はこの限りではない。 

①返還事由 

（ア）虚偽の申請等をした場合 

（イ）（在学中に交通費を申請する場合）申請から１年以内に要件を満たす 

就業先への就業を行わなかった場合 

（ウ）（在学中に交通費を申請する場合）申請から１年以内に市町村に転入 

しなかった場合 

    ※ただし、申請時に既に市町村に住民票がある場合を除く。 

（エ）就業開始日から１年以内に要件を満たす就業先を辞した場合 

※ただし、退職日から３か月以内に要領第５の１の②の要件を満たす

県内の別の企業に就業する場合を除く。 
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（オ）転入日から１年以内に、支援金を受給した市町村から転出した場合。 

ただし、住民票を移さず転出していた者については、要領第５の１の② 

の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日か 

ら１年以内に市町村から転出した場合 

②債権の回収方法 

   返還金の回収については、市町村が行うものとする。 

 

３ 地方就職支援金の支給・返還に係る情報共有 

   市町村は、地方就職支援金の申請情報、受給者の就業先情報及び地方就職

支援金返還対象者に関する情報について、必要に応じて受給者に報告を求

め、立ち入り調査を実施するなどし、速やかに県と共有することとする。 

   また、市町村は、受給者の転入時等に、住民票の備考欄に地方就職支援金

支給者である旨を記載し、転出時にこの欄を確認するなどして、返還対象と

なることを確認することとする。 

 

（財源の負担割合） 

第６ 財源の負担割合は、次のとおりとする。 

１ 地方就職支援金 

地方就職支援金の地方負担については、県が２分の１、市町村が２分の１を

負担することとし、県は、当該２分の１に相当する額に、地方就職支援金に充

てるために国から地域未来交付金として交付を受ける額を加えた額を市町村

に交付することとする。 

２ 地方就職支援金の支給に係る事務経費 

  地方就職支援金の支給に係る事務経費は、市町村が負担する。 

 

（協力） 

第７ 県と市町村は、地方就職学生支援事業を円滑に実施するため、相互に協力

するものとする。 

 

（雑則） 

第８ この要領に定めるもののほか、地方就職学生支援事業の実施に必要な事

項は、県と市町村が協議して定める。 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 


